
会社は、株主総会決議により解散するこ

とができます（会社法第４７１条３号）。そ

の後清算人が清算手続を行い、清算手続が

終了すると法人格も消滅し雇用契約も終了

します。もっとも、清算手続終了前に会社

は従業員を解雇することが一般的です。 

業績不振による整理解雇が有効であるた

めには、これまでの判例の積み重ねから整

理解雇の４要素（人員削減の必要性、会費

回避努力義務の履行、被解雇者選定基準の

合理性、労使交渉の妥当性）に照らして、

裁判所はその有効性を厳しく判断します

（この点については後に機会があれば触れ

ることとします）。では、会社解散の場合も

整理解雇の４要素を考慮し、裁判所は解雇

の有効性を判断するのでしょうか？ 

使用者は、憲法上職業選択の自由から営

業の自由を有しているわけですから、会社

を解散し営業を終了させる自由も有してい

ると解釈されています。会社を解散するの

に解雇が無効では会社を事実上解散するこ

とができなくなるからです。これらを勘案

し、裁判所は、会社が解散する場合の解雇

についてはほとんど有効と解しております。

たとえ、会社解散が労働組合解散の目的の

ためのものであっても、裁判所は会社解散

が偽装解散（新会社を設立し、新会社で実

質的には同一営業を引き継ぐこと）でなけ

れば、解雇を有効と解しております（東北

造船事件仙台地裁昭和６３年７月１日決定、

大森陸運事件神戸地裁平成１５年３月２６

日判決など）。 

一方、会社が労働組合を嫌って、事業を

やめ従業員を解雇し、そのあと、別の形式

で同じ事業を再開する例が見られます。 

この点については、裁判例は、解散した

旧会社と、非組合員を雇用した新会社との

間に実質的同一性があるかどうかを基準に

して、実質的同一性があれば、会社解散を

偽装解散と認定し、上記の整理解雇の４要

素に照らして解雇の有効性を判断し、解雇

を無効と判断することが多くなると思いま

す。 

実質的同一性の判断基準は、旧会社と新

会社の事業内容、資本、役員構成、設備、

営業所の継続の有無、雇用契約関係承継の

規模、退職金の支払いの有無などを考慮し

て判断されます。 

もっとも、新会社への不採用は不当労働

行為とはならないのが原則です（ＪＲ東日

本事件最高裁平成１５年１２月２２日判

決）。例外的に旧会社と新会社が実質的同一

であれば、例外的に不当労働行為にあたり

うるということに注意して下さい。 

詳しい事例については次号で検討します。 
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労働組合対応、労基署対応、使用者側の労務トラブルを弁護士 向井蘭が解決！ 
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